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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットアームを有するロボットと、
　第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーを含み、前記第１基準マ
ーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーは、共通のマーカーである基
準マーカー群を撮像する撮像部と、
　を制御する制御装置であって、
　前記基準マーカー群が前記ロボットに設けられ、前記ロボットアームの姿勢を変化させ
ることにより、前記撮像部と、前記基準マーカー群との間の距離を変化させ、
　前記撮像部で前記第１基準マーカーを撮像した第１画像と、前記撮像部で前記第１基準
マーカーとは異なる位置に配置された前記第２基準マーカーを撮像した第２画像と、前記
撮像部で前記第１基準マーカーおよび前記第２基準マーカーとは異なる位置に配置された
前記第３基準マーカーを撮像した第３画像と、に基づいて、前記第１基準マーカー、前記
第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーを通る平面と平行な基準面の姿勢を求め、
　前記撮像部に撮像される前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３
基準マーカーの大きさが、互いに等しく、
　前記撮像部に、前記第１画像における前記第１基準マーカーの大きさと、前記第２画像
における前記第２基準マーカーの大きさと、前記第３画像における前記第３基準マーカー
の大きさとが等しくなるように、前記第１画像、前記第２画像および前記第３画像を撮像
させ、
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　前記第１基準マーカーを撮像した際の前記第１基準マーカーと前記撮像部との前記撮像
部の光軸方向の距離と、前記第２基準マーカーを撮像した際の前記第２基準マーカーと前
記撮像部との前記光軸方向の距離と、前記第３基準マーカーを撮像した際の前記第３基準
マーカーと前記撮像部との前記光軸方向の距離とが等しいことを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　ロボットアームを有するロボットと、
　第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーを含み、前記第１基準マ
ーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーは、共通のマーカーである基
準マーカー群を撮像する撮像部と、
　を制御する制御装置であって、
　前記基準マーカー群が前記ロボットに設けられ、前記ロボットアームの姿勢を変化させ
ることにより、前記撮像部と、前記基準マーカー群との間の距離を変化させ、
　前記撮像部で前記第１基準マーカーを撮像した第１画像と、前記撮像部で前記第１基準
マーカーとは異なる位置に配置された前記第２基準マーカーを撮像した第２画像と、前記
撮像部で前記第１基準マーカーおよび前記第２基準マーカーとは異なる位置に配置された
前記第３基準マーカーを撮像した第３画像と、に基づいて、前記第１基準マーカー、前記
第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーを通る平面と平行な基準面の姿勢を求め、
　前記撮像部に撮像される前記第１基準マーカーは、第１間隔で配置された第１マーカー
群を有し、
　前記撮像部に撮像される前記第２基準マーカーは、第２間隔で配置された第２マーカー
群を有し、
　前記撮像部に撮像される前記第３基準マーカーは、第３間隔で配置された第３マーカー
群を有し、
　前記撮像部に撮像される前記第１基準マーカーの前記第１間隔と、前記撮像部に撮像さ
れる前記第２基準マーカーの前記第２間隔と、前記撮像部に撮像される前記第３基準マー
カーの前記第３間隔とが、等しく、
　前記撮像部に、前記第１画像における前記第１間隔と、前記第２画像における前記第２
間隔と、前記第３画像における前記第３間隔とが等しくなるように、前記第１画像、前記
第２画像および前記第３画像を撮像させ、
　前記第１基準マーカーを撮像した際の前記第１基準マーカーと前記撮像部との前記撮像
部の光軸方向の距離と、前記第２基準マーカーを撮像した際の前記第２基準マーカーと前
記撮像部との前記光軸方向の距離と、前記第３基準マーカーを撮像した際の前記第３基準
マーカーと前記撮像部との前記光軸方向の距離とが等しいことを特徴とする制御装置。
【請求項３】
　ロボットアームを有するロボットと、
　第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーを含み、前記第１基準マ
ーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーは、別々のマーカーである基
準マーカー群を撮像する撮像部と、
　を制御する制御装置であって、
　前記撮像部が前記ロボットに設けられ、前記ロボットアームの姿勢を変化させることに
より、前記撮像部と、前記基準マーカー群との間の距離を変化させ、
　前記撮像部で前記第１基準マーカーを撮像した第１画像と、前記撮像部で前記第１基準
マーカーとは異なる位置に配置された前記第２基準マーカーを撮像した第２画像と、前記
撮像部で前記第１基準マーカーおよび前記第２基準マーカーとは異なる位置に配置された
前記第３基準マーカーを撮像した第３画像と、に基づいて、前記第１基準マーカー、前記
第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーを通る平面と平行な基準面の姿勢を求め、
　前記撮像部に撮像される前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３
基準マーカーの大きさが、互いに等しく、
　前記撮像部に、前記第１画像における前記第１基準マーカーの大きさと、前記第２画像
における前記第２基準マーカーの大きさと、前記第３画像における前記第３基準マーカー
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の大きさとが等しくなるように、前記第１画像、前記第２画像および前記第３画像を撮像
させ、
　前記第１基準マーカーを撮像した際の前記第１基準マーカーと前記撮像部との前記撮像
部の光軸方向の距離と、前記第２基準マーカーを撮像した際の前記第２基準マーカーと前
記撮像部との前記光軸方向の距離と、前記第３基準マーカーを撮像した際の前記第３基準
マーカーと前記撮像部との前記光軸方向の距離とが等しいことを特徴とする制御装置。
【請求項４】
　ロボットアームを有するロボットと、
　第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーを含み、前記第１基準マ
ーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーは、別々のマーカーである基
準マーカー群を撮像する撮像部と、
　を制御する制御装置であって、
　前記撮像部が前記ロボットに設けられ、前記ロボットアームの姿勢を変化させることに
より、前記撮像部と、前記基準マーカー群との間の距離を変化させ、
　前記撮像部で前記第１基準マーカーを撮像した第１画像と、前記撮像部で前記第１基準
マーカーとは異なる位置に配置された前記第２基準マーカーを撮像した第２画像と、前記
撮像部で前記第１基準マーカーおよび前記第２基準マーカーとは異なる位置に配置された
前記第３基準マーカーを撮像した第３画像と、に基づいて、前記第１基準マーカー、前記
第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーを通る平面と平行な基準面の姿勢を求め、
　前記撮像部に撮像される前記第１基準マーカーは、第１間隔で配置された第１マーカー
群を有し、
　前記撮像部に撮像される前記第２基準マーカーは、第２間隔で配置された第２マーカー
群を有し、
　前記撮像部に撮像される前記第３基準マーカーは、第３間隔で配置された第３マーカー
群を有し、
　前記撮像部に撮像される前記第１基準マーカーの前記第１間隔と、前記撮像部に撮像さ
れる前記第２基準マーカーの前記第２間隔と、前記撮像部に撮像される前記第３基準マー
カーの前記第３間隔とが、等しく、
　前記撮像部に、前記第１画像における前記第１間隔と、前記第２画像における前記第２
間隔と、前記第３画像における前記第３間隔とが等しくなるように、前記第１画像、前記
第２画像および前記第３画像を撮像させ、
　前記第１基準マーカーを撮像した際の前記第１基準マーカーと前記撮像部との前記撮像
部の光軸方向の距離と、前記第２基準マーカーを撮像した際の前記第２基準マーカーと前
記撮像部との前記光軸方向の距離と、前記第３基準マーカーを撮像した際の前記第３基準
マーカーと前記撮像部との前記光軸方向の距離とが等しいことを特徴とする制御装置。
【請求項５】
　前記第１画像を撮像した際の前記ロボットのロボット座標系における前記ロボットの任
意の部位の座標と、前記第２画像を撮像した際の前記ロボット座標系における前記部位の
座標と、前記第３画像を撮像した際の前記ロボット座標系における前記部位の座標と、に
基づいて前記基準面の姿勢を求める請求項１ないし４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記第１基準マーカーを撮像した際の前記第１基準マーカーと前記撮像部との前記光軸
方向の距離は、前記第１基準マーカーを撮像した際の前記第１基準マーカーと前記撮像部
の撮像基準点との前記光軸方向の距離であり、
　前記第２基準マーカーを撮像した際の前記第２基準マーカーと前記撮像部との前記光軸
方向の距離は、前記第２基準マーカーを撮像した際の前記第２基準マーカーと前記撮像部
の撮像基準点との前記光軸方向の距離であり、
　前記第３基準マーカーを撮像した際の前記第３基準マーカーと前記撮像部との前記光軸
方向の距離は、前記第３基準マーカーを撮像した際の前記第３基準マーカーと前記撮像部
の撮像基準点との前記光軸方向の距離である請求項１ないし５のいずれか１項に記載の制
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御装置。
【請求項７】
　前記基準面の原点を求める請求項１ないし６のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の制御装置によって制御されることを特徴とす
るロボット。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の制御装置と、当該制御装置によって制御され
るロボットと、撮像部と、を備えることを特徴とするロボットシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置、ロボットおよびロボットシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば電子部品等の対象物の把持、搬送および組立て等の作業で用いられる
ロボットシステムが知られている。このようなロボットシステムは、複数のアームを有す
るロボットアームおよびその先端に設けられたハンドを有するロボットと、カメラ等の撮
像部と、ロボットおよび撮像部をそれぞれ制御する制御装置と、を有する。このような構
成のロボットシステムは、例えば、撮像部で撮像した対象物の画像を基にして、ロボット
がハンドにより対象物に対して各種作業を行う。
【０００３】
　ここで、撮像部で撮像した画像を基にして、ロボットが対象物に対して的確に作業を行
うためには、撮像部で撮像した対象物の画像上の位置および姿勢をロボット座標系におけ
る値に変換するための補正パラメーターを求める撮像部の校正（キャリブレーション）が
必要である。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、ロボット－視覚センサシステム（ロボットシステム）を用い
て、画像上の位置をロボット座標系の値に変換するパラメーターを求める処理について記
載されている。特許文献１に記載のロボット－視覚センサシステムは、ロボットアームお
よびその先端に設けられたタッチアップ用ハンドを有するロボットと、ロボットアームの
先端に設けられた視覚センサー（撮像部）と、３つの基準点および４つの参照点を有する
平面を備えるキャリブレーション治具と、を有する。
【０００５】
　特許文献１に記載の処理では、まず、３つの基準点にタッチアップ用ハンドを接触させ
ることにより、ロボット座標系におけるキャリブレーション治具の位置および姿勢を特定
する。その後、ロボットアームを駆動して視覚センサーで４つの参照点を撮像して、撮像
部の画像座標系でキャリブレーション治具の位置を特定することによって、画像上の位置
をロボット座標系の値に変換するパラメーターを求めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－２１０８１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の処理では、前述したように、３つの基準点にタッチアップ
用ハンドを接触させることにより、ロボット座標系におけるキャリブレーション治具の位
置を特定している。このような従来の校正の処理では、一般的に、作業者がキャリブレー
ション治具とタッチアップ用ハンドとの接触を確認するため、作業者によって接触の判断
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に差が生じてしまう。そのため、キャリブレーション治具の位置および姿勢を高精度に特
定することが難しい。
【０００８】
　また、作業者によって接触の判断を正確に行おうとすると、キャリブレーション治具の
位置および姿勢の特定に長時間を要するという問題がある。そのため、校正対象であるロ
ボットの数が増えるほど、前記問題が深刻になる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
本発明により実現することが可能である。
【００１０】
　本発明の制御装置は、ロボットアームを有するロボットと、第１基準マーカー、第２基
準マーカーおよび第３基準マーカーを撮像することが可能な撮像部とをそれぞれ制御する
ことが可能な制御装置であって、
　前記撮像部と、前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３基準マー
カーとのいずれか一方が前記ロボットに対して設けられ、前記ロボットアームの姿勢を変
化させることにより、前記撮像部と、前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカーおよ
び前記第３基準マーカーのそれぞれとの間の距離を変化させることが可能であり、
　前記撮像部で前記第１基準マーカーを撮像した第１画像と、前記撮像部で前記第１基準
マーカーとは異なる位置に配置された前記第２基準マーカーを撮像した第２画像と、前記
撮像部で前記第１基準マーカーおよび前記第２基準マーカーとは異なる位置に配置された
前記第３基準マーカーを撮像した第３画像と、に基づいて、前記第１基準マーカー、前記
第２基準マーカーおよび前記第３基準マーカーを通る平面と平行な基準面の姿勢を求める
ことを特徴とする。
【００１１】
　このような制御装置によれば、撮像部で撮像した画像（第１画像、第２画像および第３
画像）を基にして基準面の姿勢を求めることができるため、従来のように、作業者による
校正用部材（キャリブレーション治具）への接触の判断によって基準面の姿勢を求めるこ
とよりも、人為的な誤差や作業者によるバラツキを低減することができる。また、基準面
の姿勢を非接触で求めることができるため、例えば、校正用部材の材質等によって基準面
の姿勢が変化することを回避できる。このようなことから、本発明の制御装置によれば、
基準面の姿勢を高精度に求めることができる。また、本発明の制御装置によれば、撮像部
で撮像した画像を基にして基準面の姿勢を求めることができるため、従来よりも基準面の
姿勢を容易かつ迅速に求めることができる。
【００１２】
　本発明の制御装置では、前記第１画像を撮像した際のロボット座標系における前記ロボ
ットの任意の部位の座標と、前記第２画像を撮像した際の前記ロボット座標系における前
記部位の座標と、前記第３画像を撮像した際の前記ロボット座標系における前記部位の座
標と、に基づいて前記姿勢を求めることが好ましい。
【００１３】
　これにより、ロボットの任意の部位（例えば、軸座標）を含む基準面の姿勢を特定する
ことができる。そのため、基準面でロボットが各種作業を行うことで、ロボットは、撮像
部で撮像した画像を基にして各種作業を的確に行うことができる。
【００１４】
　本発明の制御装置では、前記第１画像における前記第１基準マーカーの大きさと、前記
第２画像における前記第２基準マーカーの大きさと、前記第３画像における前記第３基準
マーカーの大きさとに基づいて、前記姿勢を求めることが好ましい。
【００１５】
　これにより、撮像部で撮像した画像を基にして基準面の姿勢を的確に求めることができ
る。
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【００１６】
　本発明の制御装置では、前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３
基準マーカーのそれぞれの大きさが、互いに等しい場合、
　前記撮像部に、前記第１画像における前記第１基準マーカーの大きさと、前記第２画像
における前記第２基準マーカーの大きさと、前記第３画像における前記第３基準マーカー
の大きさとが等しくなるように、前記第１画像、前記第２画像および前記第３画像を撮像
させることが好ましい。
【００１７】
　これにより、撮像部で撮像した画像を基にして基準面の姿勢を容易かつ迅速に求めるこ
とができる。
【００１８】
　本発明の制御装置では、前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカーおよび前記第３
基準マーカーが、それぞれ、所定の間隔で配置された複数のマーカーを有する構成であり
、
　前記第１画像における前記第１基準マーカーが有する前記複数のマーカー同士の第１間
隔と、前記第２画像における前記第２基準マーカーが有する前記複数のマーカー同士の第
２間隔と、前記第３画像における前記第３基準マーカーが有する前記複数のマーカー同士
の第３間隔とに基づいて、前記姿勢を求めることが好ましい。
【００１９】
　これにより、第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーのそれぞれ
に対して焦点を厳密に合わせる処理をせずとも、基準面の姿勢を求めることができる。
【００２０】
　本発明の制御装置では、前記第１基準マーカーの前記第１間隔と、前記第２基準マーカ
ーの前記第２間隔と、前記第３基準マーカーの前記第３間隔とが、等しい場合、
　前記撮像部に、前記第１画像における前記第１間隔と、前記第２画像における前記第２
間隔と、前記第３画像における前記第３間隔とが等しくなるように、前記第１画像、前記
第２画像および前記第３画像を撮像させることが好ましい。
【００２１】
　これにより、第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーのそれぞれ
に対して焦点を合わせる処理をせずとも、基準面の姿勢を容易かつ迅速に求めることがで
きる。
【００２２】
　本発明の制御装置では、前記基準面は、前記撮像部の光軸に対して直交していることが
好ましい。
【００２３】
　これにより、撮像部の光軸に対して直交している基準面に対してロボットが各種作業を
行うことで、ロボットは、撮像部で撮像した画像を基にして各種作業を的確に行うことが
できる。また、撮像部の画像座標系とロボット座標系との関係を求める処理を容易に行う
ことができる。
【００２４】
　本発明の制御装置では、前記第１画像に基づいて求めた前記第１基準マーカーと前記撮
像部の撮像基準点との間の第１距離と、前記第２画像に基づいて求めた前記第２基準マー
カーと前記撮像基準点との間の第２距離と、前記第３画像に基づいて求めた前記第３基準
マーカーと前記撮像基準点との間の第３距離とに基づいて前記姿勢を求めることが好まし
い。
【００２５】
　これにより、第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーのそれぞれ
に対して焦点を合わせる処理をせずとも、基準面の姿勢を求めることができる。
【００２６】
　本発明の制御装置では、前記第１距離、前記第２距離および前記第３距離は、等しいこ
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とが好ましい。
【００２７】
　これにより、第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカーのそれぞれ
に対して焦点を合わせる処理をせずとも、基準面の姿勢を容易かつ迅速に求めることがで
きる。
【００２８】
　本発明の制御装置では、前記基準面の原点を求めることが好ましい。
　これにより、基準面の原点を特定することで、作業者が基準面の位置を把握し易くなる
。
【００２９】
　本発明の制御装置では、前記撮像部は、前記撮像部は、第４基準マーカーを撮像するこ
とが可能であり、
　前記第１基準マーカーと前記第２基準マーカーとを通る第１直線と、前記第３基準マー
カーと前記第４基準マーカーとを通る第２直線とが交差するように配置されている場合、
　前記撮像部に、前記第１基準マーカー、前記第２基準マーカー、前記第３基準マーカー
および前記第４基準マーカーをそれぞれ撮像させ、
　前記第１基準マーカーを撮像した際のロボット座標系における前記第１基準マーカーの
座標と、前記第２基準マーカーを撮像した際の前記ロボット座標系における前記第２基準
マーカーの座標と、前記第３基準マーカーを撮像した際の前記ロボット座標系における前
記第３基準マーカーの座標と、前記第４基準マーカーを撮像した際の前記ロボット座標系
における前記第４基準マーカーの座標とから前記第１直線および前記第２直線を求め、求
めた前記第１直線および前記第２直線に基づいて、前記ロボット座標系における前記基準
面の原点を求めることが好ましい。
　これにより、基準面の原点を容易に求めることができる。
【００３０】
　本発明のロボットは、本発明の制御装置によって制御されることを特徴とする。
　このようなロボットによれば、各種作業を的確に行うことができる。
【００３１】
　本発明のロボットシステムは、本発明の制御装置と、当該制御装置によって制御される
ロボットと、撮像する機能を有する撮像部とを備えることを特徴とする。
【００３２】
　このようなロボットシステムによれば、撮像部で撮像した画像を基にしてロボットが各
種作業を的確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１実施形態に係るロボットシステムを示す概略斜視図である。
【図２】図１に示すロボットの概略図である。
【図３】図１に示すロボットシステムのブロック図である。
【図４】図１に示すロボットシステムを用いた撮像部の校正方法を示すフローチャートで
ある。
【図５】図４に示す撮像部の校正で使用する校正用部材の平面図である。
【図６】図４に示す固定カメラの校正を説明するためのロボットの概略図である。
【図７】図４に示す固定カメラの校正を説明するためのフローチャートである。
【図８】図７に示す基準面を特定する処理を説明するためのフローチャートである。
【図９】図８に示す基準面を特定する処理における第１マーカーと第ｎマーカーとの比較
を説明するための図である。
【図１０】図４に示すモバイルカメラの校正を説明するためのフローチャートである。
【図１１】図１０に示すモバイルカメラの校正を説明するためのロボットの概略図である
。
【図１２】図１０に示す基準面を特定する処理を説明するためのフローチャートである。
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【図１３】図１０に示すオフセット成分を求める処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１４】図１３に示すオフセット成分Δｕ、Δｖ、Δｗを求める処理を説明するための
図である。
【図１５】図１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための図であ
る。
【図１６】図１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための図であ
る。
【図１７】図１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための図であ
る。
【図１８】図１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための図であ
る。
【図１９】図１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための図であ
る。
【図２０】図１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための座標図
である。
【図２１】図１３に示すオフセット成分Δｚを求める処理を説明するため図である。
【図２２】本発明の第２実施形態に係るロボットシステムを用いた撮像部の校正で使用す
る校正用部材の平面図である。
【図２３】第２実施形態における基準面を特定する処理における第１マーカーと第ｎマー
カーとの比較を説明するための図である。
【図２４】本発明の第３実施形態に係るロボットシステムを用いた撮像部の校正で使用す
る校正用部材の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の制御装置、ロボットおよびロボットシステムを添付図面に示す好適な実
施形態に基づいて詳細に説明する。
【００３５】
　［第１実施形態］
　≪ロボットシステム≫
　図１は、本発明の第１実施形態に係るロボットシステムを示す概略斜視図である。図２
は、図１に示すロボットの概略図である。図３は、図１に示すロボットシステムのブロッ
ク図である。
【００３６】
　なお、以下では、説明の都合上、図２中の上側を「上」または「上方」、下側を「下」
または「下方」と言う。また、図２中の上下方向を「鉛直方向」とし、その鉛直方向に交
差する面を「水平面」とし、水平面に平行な方向を「水平方向」とする。ここで、本願明
細書で言う「水平」とは、完全な水平に限定されず、水平に対して５°以下の範囲で傾斜
している場合も含む。また、本願明細書で言う「鉛直」とは、完全な鉛直に限定されず、
鉛直に対して５°以下の範囲で傾斜している場合も含む。また、図２中に示すロボットの
基台側を「基端」、その反対側（ハンド側）を「先端」と言う。
【００３７】
　図１に示すロボットシステム１００は、例えば、電子部品および電子機器等の対象物の
把持、搬送および組立て等の作業で用いられる装置である。
【００３８】
　図１に示すように、ロボットシステム１００は、ロボットアーム１０を有するロボット
１と、作業領域９０内に固定された撮像機能を有する固定カメラ２（撮像部）と、ロボッ
ト１に取り付けられた撮像機能を有するモバイルカメラ３（撮像部）と、ロボット１、固
定カメラ２およびモバイルカメラ３をそれぞれ制御する制御装置５（校正装置）とを、有
する。
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【００３９】
　また、本実施形態では、作業領域９０内に、対象物の組立てを行う作業台６１（組立て
台）と、対象物が例えば作業者によって供給される供給台６２とが設けられている。作業
台６１および供給台６２は、それぞれ、ロボット１のロボットアーム１０の駆動範囲内に
設けられている。
【００４０】
　以下、ロボットシステム１００が有する各部を順次説明する。
　＜ロボット＞
　図１および図２に示すロボット１は、対象物の把持、搬送および組立て等の作業を行う
ことができる。
【００４１】
　ロボット１は、６軸の垂直多関節ロボットであり、基台１０１と、基台１０１に接続さ
れたロボットアーム１０と、ロボットアーム１０の先端部に設けられたハンド１０２（ツ
ール）と、を有する。また、図３に示すように、ロボット１は、ロボットアーム１０を駆
動させる動力を発生させる複数の駆動部１３０および複数のモータードライバー１２０を
備えている。
【００４２】
　基台１０１は、ロボット１を作業領域９０内の所定の箇所に取り付ける部分である。
　ロボットアーム１０は、第１アーム１１（アーム）と、第２アーム１２（アーム）と、
第３アーム１３（アーム）と、第４アーム１４（アーム）と、第５アーム１５（アーム）
と、第６アーム１６（アーム）とを有する。第１アーム１１は、基台１０１に接続されて
おり、第１アーム１１と第２アーム１２と第３アーム１３と第４アーム１４と第５アーム
１５と第６アーム１６とは、基端側から先端側に向ってこの順に連結されている。
【００４３】
　図２に示すように、第１アーム１１は、基台１０１に連結された回動軸部材１１１を有
し、回動軸部材１１１の中心軸を回動中心として基台１０１に対して回動可能となってい
る。また、第２アーム１２は、第１アーム１１に連結された回動軸部材１２１を有し、回
動軸部材１２１の中心軸を回動中心として第１アーム１１に対して回動可能となっている
。また、第３アーム１３は、第２アーム１２に連結された回動軸部材１３１を有し、回動
軸部材１３１の中心軸を回動中心として第２アーム１２に対して回動可能となっている。
また、第４アーム１４は、第３アーム１３に連結された回動軸部材１４１を有し、回動軸
部材１４１の中心軸を回動中心として第３アーム１３に対して回動可能となっている。ま
た、第５アーム１５は、第４アーム１４に連結された回動軸部材１５１を有し、回動軸部
材１５１の中心軸を回動中心として第４アーム１４に対して回動可能となっている。また
、第６アーム１６は、第５アーム１５に連結された回動軸部材１６１を有し、回動軸部材
１６１の中心軸Ａ６を回動中心として第５アーム１５に対して回動可能となっている。こ
こで、中心軸Ａ６と第６アーム１６の先端面との交わる点（第６アーム１６の先端面の中
心）を軸座標Ｏ６（所定の部位）という。
【００４４】
　ハンド１０２は、第６アーム１６の先端面に取り付けられており、ハンド１０２の中心
軸が第６アーム１６の中心軸Ａ６と一致している。ここで、ハンド１０２の先端面の中心
をＴＣＰ（ツールセンターポイント）という。本実施形態では、ハンド１０２が有する２
つの指の間の領域の中心をいう。
【００４５】
　また、各アーム１１～１６には、それぞれ、サーボモーター等のモーターおよび減速機
を有する複数の駆動部１３０が設けられている。すなわち、図３に示すように、ロボット
１は、各アーム１１～１６に対応した数（本実施形態では６つ）の駆動部１３０を有して
いる。そして、各アーム１１～１６は、それぞれ、対応する駆動部１３０に電気的に接続
された複数（本実施形態では６つ）のモータードライバー１２０を介して制御装置５によ
り制御されている。



(10) JP 6710946 B2 2020.6.17

10

20

30

40

50

【００４６】
　また、各駆動部１３０には、例えば、エンコーダー、ロータリーエンコーダー等の角度
センサー（図示せず）が設けられている。これにより、各駆動部１３０が有するモーター
または減速機の回転軸の回転角度を検出することができる。
【００４７】
　また、図１および図２に示すように、本実施形態では、ロボット１を制御する際に用い
られるロボット座標系（ロボット１の座標系）として、水平方向に対してそれぞれ平行な
ｘｒ軸とｙｒ軸と、水平方向に対して直交し、かつ、鉛直上向きを正方向とするｚｒ軸と
によって定まる３次元の直交座標系を設定している。また、ｘｒ軸に対する並進成分を「
成分ｘｒ」とし、ｙｒ軸に対する並進成分を「成分ｙｒ」とし、ｚｒ軸に対する並進成分
を「成分ｚｒ」とし、ｚｒ軸周りの回転成分を「成分ｕｒ」とし、ｙｒ軸周りの回転成分
を「成分ｖｒ」とし、ｘｒ軸周りの回転成分を「成分ｗｒ」とする。成分ｘｒ、成分ｙｒ
および成分ｚｒの長さ（大きさ）の単位は「ｍｍ」であり、成分ｕｒ、成分ｖｒおよび成
分ｗｒの角度（大きさ）の単位は「°」である。
【００４８】
　＜固定カメラ＞
　図１および図２に示す固定カメラ２は、対象物等を撮像する機能を有する。
【００４９】
　図２に示すように、固定カメラ２は、複数の画素を有するＣＣＤ（Charge Coupled Dev
ice）イメージセンサで構成された撮像素子２１と、レンズ２２（光学系）と、を有して
いる。この固定カメラ２は、対象物等からの光をレンズ２２によって撮像素子２１の受光
面２１１（センサー面）で結像させ、光を電気信号に変換して、その電気信号を制御装置
５へと出力する。ここで、受光面２１１とは、撮像素子２１の表面であって、光が結像す
る面である。また、本実施形態では、受光面２１１から光軸ＯＡ２方向に焦点距離だけ進
んだ位置を「固定カメラ２の撮像基準点Ｏ２」とする。
【００５０】
　このような固定カメラ２は、鉛直方向上方を撮像できるように作業領域９０内の所定の
箇所に固定されている。また、本実施形態では、固定カメラ２は、その光軸ＯＡ２（レン
ズ２２の光軸）が鉛直方向に対してほぼ平行になるように取り付けられている。
【００５１】
　また、本実施形態では、固定カメラ２の画像座標系（固定カメラ２から出力される画像
の座標系）として、画像の面内方向に対してそれぞれ平行なｘａ軸とｙａ軸とよって定ま
る２次元の直交座標系を設定している。また、ｘａ軸に対する並進成分を「成分ｘａ」と
し、ｙａ軸に対する並進成分を「成分ｙａ」とし、ｘａ－ｙａ平面の法線周りの回転成分
を「成分ｕａ」とする。成分ｘａおよび成分ｙａの長さ（大きさ）の単位は「ピクセル」
であり、成分ｕａの角度（大きさ）の単位は「°」である。
【００５２】
　なお、固定カメラ２の画像座標系は、固定カメラ２のカメラ視野に写る３次元直交座標
を、レンズ２２の光学特性（焦点距離、歪みなど）と撮像素子２１の画素数および大きさ
とを加味して非線形変換した２次元の直交座標系である。
【００５３】
　＜モバイルカメラ＞
　図１および図２に示すモバイルカメラ３は、対象物等を撮像する機能を有する。
【００５４】
　図２に示すように、モバイルカメラ３は、複数の画素を有するＣＣＤ（Charge Coupled
 Device）イメージセンサで構成された撮像素子３１と、レンズ３２（光学系）と、を有
する。このモバイルカメラ３は、対象物等からの光をレンズ３２によって撮像素子３１の
受光面３１１（センサー面）で結像させ、光を電気信号に変換して、その電気信号を制御
装置５へと出力する。ここで、受光面３１１とは、撮像素子３１の表面であって、光が結
像する面である。また、本実施形態では、受光面３１１から光軸ＯＡ３方向に焦点距離だ
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け進んだ位置を「モバイルカメラ３の撮像基準点Ｏ３」とする。
【００５５】
　このようなモバイルカメラ３は、第６アーム１６よりもロボットアーム１０の先端側を
撮像できるように第６アーム１６に取り付けられている。また、本実施形態では、設計上
、モバイルカメラ３は、その光軸ＯＡ３（レンズ３２の光軸）が第６アーム１６の中心軸
Ａ６に対してほぼ平行になるように、第６アーム１６に取り付けられている。また、モバ
イルカメラ３は、第６アーム１６に取り付けられているため、ロボットアーム１０の駆動
により、第６アーム１６と共にその姿勢を変えることができる。
【００５６】
　また、本実施形態では、モバイルカメラ３の画像座標系（モバイルカメラ３で出力され
る画像の座標系）として、画像の面内方向に対してそれぞれ平行なｘｂ軸とｙｂ軸とによ
って定まる２次元の直交座標系を設定している。また、ｘｂ軸に対する並進成分を「成分
ｘｂ」とし、ｙｂ軸に対する並進成分を「成分ｙｂ」とし、ｘｂ－ｙｂ平面の法線周りの
回転成分を「成分ｕｂ」とする。成分ｘｂおよび成分ｙｂの長さ（大きさ）の単位は「ピ
クセル」であり、成分ｕｂの角度（大きさ）の単位は「°」である。
【００５７】
　なお、モバイルカメラ３の画像座標系は、モバイルカメラ３のカメラ視野に写る３次元
直交座標を、レンズ３２の光学特性（焦点距離、歪みなど）と撮像素子３１の画素数およ
び大きさとを加味して非線形変換した２次元の直交座標系である。
【００５８】
　＜制御装置＞
　図１に示す制御装置５は、ロボット１、固定カメラ２およびモバイルカメラ３の各部を
制御する。この制御装置５は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＯＭ（r
ead only memory）およびＲＡＭ（Random Access Memory）が内蔵されたパーソナルコン
ピューター（ＰＣ）等で構成することができる。
【００５９】
　図３に示すように、制御装置５は、駆動制御部５１と、情報取得部５２と、処理部５３
と、記憶部５４と、を備える。
【００６０】
　駆動制御部５１は、ロボット１が有する各アーム１１～１６の駆動を担う各駆動部１３
０の駆動を制御し、各アーム１１～１６をそれぞれ独立して駆動させたり停止させたりす
ることができる。例えば、駆動制御部５１は、ハンド１０２を目標位置に移動させるため
に、各アーム１１～１６に設けられた各駆動部１３０が有するモーターの目標値を導出す
る。また、駆動制御部５１は、各駆動部１３０が有する角度センサーから出力された回転
角度（検出結果）を基にロボット１をフィードバック制御する。また、駆動制御部５１は
、固定カメラ２およびモバイルカメラ３の撮像等を制御したりする。
【００６１】
　情報取得部５２は、ロボット１、固定カメラ２およびモバイルカメラ３からそれぞれ出
力される検出結果を取得する。検出結果としては、例えば、ロボット１の各駆動部１３０
が有するモーターまたは減速機の回転軸の回転角度、固定カメラ２およびモバイルカメラ
３でそれぞれ撮像した画像、および、ロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標（成分ｘ
ｒ、ｙｒ、ｚｒ、ｕｒ、ｖｒ、ｗｒ：位置および姿勢）等が挙げられる。
【００６２】
　処理部５３は、情報取得部５２で取得した検出結果を基にして各種演算や各種判断等の
処理を行う。例えば、処理部５３は、固定カメラ２で撮像した画像を基にして固定カメラ
２の画像座標系における撮像対象の座標（成分ｘａ、ｙａ、ｕａ：位置および姿勢）を演
算したり、モバイルカメラ３で撮像した画像を基にしてモバイルカメラ３の画像座標系に
おける撮像対象の座標（成分ｘｂ、ｙｂ、ｕｂ：位置および姿勢）を演算したりする。ま
た、例えば、処理部５３は、固定カメラ２の画像座標系における対象物の座標をロボット
座標系における座標に変換するための補正パラメーターを求めたり、モバイルカメラ３の
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画像座標系における対象物の座標をロボット座標系における座標に変換するための補正パ
ラメーターを求めたりする。
【００６３】
　記憶部５４は、制御装置５が各種処理を行うためのプログラムやデータ等を記憶する。
また、記憶部５４は、各種検出結果等を記憶する。
【００６４】
　また、図１および図３に示すように、制御装置５には、表示機器４１および操作機器４
２が接続されている。
【００６５】
　表示機器４１は、液晶表示パネル等の表示パネルで構成されたモニター４１１を有する
。作業者は、このモニター４１１を介して、固定カメラ２およびモバイルカメラ３で撮像
した画像やロボット１による作業等を確認したりすることができる。
【００６６】
　操作機器４２は、キーボードで構成された入力デバイスであり、作業者による操作に応
じた操作信号を制御装置５に対して出力する。したがって、作業者は、操作機器４２を操
作することで、制御装置５に対して各種処理等の指示を行うことができる。
　以上、ロボットシステム１００の基本的な構成について簡単に説明した。
【００６７】
　このような構成のロボットシステム１００では、例えば、以下のような作業を行うこと
ができる。
【００６８】
　まず、制御装置５の制御により、ロボットアーム１０を駆動させてハンド１０２で対象
物を把持する。その後、ロボットアーム１０を駆動させてハンド１０２を固定カメラ２上
に移動させる。次いで、固定カメラ２で対象物を撮像して、その固定カメラ２で撮像した
画像を基に、制御装置５は、ハンド１０２によって対象物を的確に把持しているか否かを
判断する。的確に把持していたら、ロボットアーム１０の駆動によりハンド１０２を作業
台６１上に移動させる。そして、モバイルカメラ３で撮像した画像を基にして、ハンド１
０２で把持している対象物を作業台６１上に予め配置されていた対象物に対して組み込む
。
【００６９】
　このような上記作業では、固定カメラ２およびモバイルカメラ３でそれぞれ撮像した対
象物の画像を基にして、ロボット１が対象物に対して作業を行う。
【００７０】
　このような作業において、固定カメラ２で撮像した画像を基にロボット１が対象物に対
して的確に作業を行うためには、固定カメラ２の画像上の座標（画像座標系における位置
および姿勢）をロボット座標系における座標に変換するための補正パラメーターを求める
処理、すなわち、固定カメラ２の校正（キャリブレーション）が必要である。また、同様
に、モバイルカメラ３で撮像した画像を基にロボット１が対象物等に対して的確に作業を
行うためには、モバイルカメラ３の画像上の座標（画像座標系における位置および姿勢）
をロボット座標系における座標に変換するための補正パラメーターを求める処理、すなわ
ち、モバイルカメラ３の校正（キャリブレーション）が必要である。
【００７１】
　以下、ロボットシステム１００を用いた固定カメラ２の校正方法およびモバイルカメラ
３の校正方法（以下、これらをまとめて「撮像部の校正方法（キャリブレーション方法）
」という）について説明する。
【００７２】
　≪撮像部の校正方法（キャリブレーション方法）≫
　図４は、図１に示すロボットシステムを用いた撮像部の校正方法を示すフローチャート
である。図５は、図４に示す撮像部の校正で使用する校正用部材の平面図である。図６は
、図４に示す固定カメラの校正を説明するためのロボットの概略図である。図７は、図４
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に示す固定カメラの校正を説明するためのフローチャートである。図８は、図７に示す基
準面を特定する処理を説明するためのフローチャートである。図９は、図８に示す基準面
を特定する処理における第１マーカーと第ｎマーカーとの比較を説明するための図である
。図１０は、図４に示すモバイルカメラの校正を説明するためのフローチャートである。
図１１は、図１０に示すモバイルカメラの校正を説明するためのロボットの概略図である
。図１２は、図１０に示す基準面を特定する処理を説明するためのフローチャートである
。図１３は、図１０に示すオフセット成分を求める処理を説明するためのフローチャート
である。図１４は、図１３に示すオフセット成分Δｕ、Δｖ、Δｗを求める処理を説明す
るための図である。図１５、図１６、図１７、図１８および図１９は、それぞれ、図１３
に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための図である。図２０は、図
１３に示すオフセット成分Δｘ、Δｙを求める処理を説明するための座標図である。図２
１は、図１３に示すオフセット成分Δｚを求める処理を説明するため図である。
【００７３】
　図４に示すように、本実施形態の撮像部の校正方法では、固定カメラ２の校正（ステッ
プＳ１）を行った後、モバイルカメラ３の校正（ステップＳ２）を行う。
【００７４】
　撮像部の校正は、作業者が操作機器４２を用いて制御装置５に撮像部の校正開始の指示
をすることにより開始される。そして、作業者が制御装置５に撮像部の校正開始の指示さ
えすれば、それ以降、撮像部の校正は、ロボットシステム１００により自動的に行われる
。なお、この撮像部の校正は、例えば、ロボット１の作業内容等が変わるごとに行われる
。
【００７５】
　ここで、本実施形態では、図５に示す校正用部材７０（キャリブレーションボード）を
用いて撮像部の校正を行う。
【００７６】
　校正用部材７０は、四角形の平板状の部材であり、校正用部材７０の表面７０１には、
複数のマーカー７５が付されている。複数のマーカー７５は、互いに同じ円形状（形状）
であり、互いにほぼ同じ大きさである。また、複数のマーカー７５は、隣り合うマーカー
７５同士のピッチ（間隔）が全てほぼ一定になるように配置されている。また、マーカー
７５同士のピッチは、予め測定されており、既知である。
【００７７】
　これら複数のマーカー７５のうちの図５中の上側に位置するマーカー７５と、図５中の
中央部（表面７０１の中央部）に位置するマーカー７５と、図５中の右側に位置するマー
カー７５には、それぞれ、マーカー７５を囲む円がさらに付されている。これら３つのマ
ーカー７５とそれを囲む円とで構成された同心円状をなすマーカーのうち、図５中の上側
に位置するマーカーを「第１マーカー７１（第１基準点）」とし、図５中の中央部に位置
するマーカーを「第２マーカー７２（第２基準点）」とし、図５中の右側に位置するマー
カーを「第３マーカー７３（第３基準点）」とする。このような第１マーカー７１、第２
マーカー７２および第３マーカー７３は、後述する撮像部の校正の基準面を特定する処理
（図７参照）において、基準マーカーとして用いられる。それゆえ、第１マーカー７１、
第２マーカー７２および第３マーカー７３は、互いに異なる位置にあり、かつ、第１マー
カー７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３が同一直線上にない。
【００７８】
　なお、複数のマーカー７５、第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マーカー
７３の形状は、それぞれ、図示の形状に限定されず、いかなる形状であってもよい。また
、マーカー７５、第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３は、それ
ぞれ、視認できる形態であればよく、いかなる色であってもよいし、凹凸を有する形態で
あってもよい。また、複数のマーカー７５、第１マーカー７１、第２マーカー７２および
第３マーカーは、異なる形態あってもよい。例えば、複数のマーカー７５、第１マーカー
７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３は、それぞれ異なる色や形であってもよ
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い。ただし、第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３は、基準マー
カーとして用いるため、他のマーカー７５との識別力を有する形態であることが好ましい
。
【００７９】
　このような構成の校正用部材７０は、図６に示すように、作業者による撮像部の校正開
始の指示をする前に、予め、ロボット１にハンド１０２で把持させておく。また、本実施
形態では、第２マーカー７２が第６アーム１６の中心軸Ａ６上に位置するように、ハンド
１０２によって校正用部材７０を把持させる。また、本実施形態では、ロボット座標系に
おける軸座標Ｏ６の座標に対する第２マーカー７２の座標が特定されており、ロボット座
標系における第２マーカー７２の座標を求めることができるようになっている。
【００８０】
　なお、本実施形態では、前述したように、第２マーカー７２が第６アーム１６の中心軸
Ａ６上に位置しているが、ロボット座標系における第２マーカー７２の座標を求めること
ができるよう設定されていれば、第２マーカー７２が第６アーム１６の中心軸Ａ６上に位
置していなくてもよい。
【００８１】
　＜固定カメラの校正（ステップＳ１）＞
　図４に示すように、作業者による撮像部の校正の開始の指示がなされると、制御装置５
は、まず、固定カメラ２の校正（ステップＳ１）を開始する。
【００８２】
　図７に示すように、固定カメラ２の校正（ステップＳ１）では、基準面を特定する処理
（ステップＳ１１）を行った後、固定カメラ２の画像座標系とロボット座標系との関係を
求める処理（ステップＳ１２）を行う。
【００８３】
　［基準面を特定する処理（ステップＳ１１）］
　以下、基準面を特定する処理（ステップＳ１１）を、図８に示すフローチャートを参照
しつつ説明する。
【００８４】
　図８に示すように、基準面を特定する処理（ステップＳ１１）が開始すると、まず、制
御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、図６に示すように、校正用部材７０を固
定カメラ２に対向させる（ステップＳ１１１）。
【００８５】
　次いで、図８に示すように、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、校正用
部材７０に付された第２マーカー７２が固定カメラ２の画像の中心部に位置するように校
正用部材７０を移動させる（ステップＳ１１２）。
【００８６】
　次いで、制御装置５は、固定カメラ２に第２マーカー７２を撮像させる（ステップＳ１
１３）。このとき、制御装置５は、固定カメラ２の焦点が第２マーカー７２に合う（合焦
する）ように、ロボットアーム１０を駆動させることにより、校正用部材７０を移動させ
る処理（合焦処理）を行う。なお、この合焦処理は省略しても構わない。
【００８７】
　次いで、制御装置５は、固定カメラ２で撮像した第２マーカー７２の画像を「第１画像
」として記憶部５４に記憶し、かつ、第１画像を撮像した際のロボット座標系における軸
座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する（ステップＳ１１４）。ここで、固定カメラ２に
おける基準面を特定する処理（ステップＳ１１）では、第１画像を撮像した際の第２マー
カー７２を「第１基準マーカー」とする。
【００８８】
　次に、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、固定カメラ２の画像上におい
てステップＳ１１２で移動させた位置とは異なる位置に第２マーカー７２が位置するよう
に、校正用部材７０をロボット座標系におけるｘｒ軸、ｙｒ軸およびｚｒ軸に沿って並進
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移動させる（ステップＳ１１５）。
【００８９】
　次いで、制御装置５は、固定カメラ２に第２マーカー７２を撮像させる（ステップＳ１
１６）。
【００９０】
　次いで、ステップＳ１１６において固定カメラ２で撮像した画像における第２マーカー
７２の形状および大きさと、ステップＳ１１４で記憶部５４に記憶した第１画像における
第２マーカー７２の形状および大きさとを比較する（ステップＳ１１７）。そして、第２
マーカー７２の形状および大きさと、第１画像における第２マーカー７２の形状および大
きさとの差が、所定の閾値内であるか否かを判断する（ステップＳ１１８）。
【００９１】
　所定の閾値内であると判断した場合（ステップＳ１１８の「Ｙｅｓ」）には、ステップ
Ｓ１１１０に移行する。一方、所定の閾値内でないと判断した場合（ステップＳ１１８の
「Ｎｏ」）には、所定の閾値内になるようにロボットアーム１０の駆動により校正用部材
７０を移動させる（ステップＳ１１９）。例えば、図９に示すように、図９中の２点鎖線
で示す第２マーカー７２の大きさ（外形）が、図９中の実線で示す第１画像における第２
マーカー７２の大きさ（外形）と異なり、その大きさの差が所定の閾値内でない場合には
、所定の閾値内になるようにロボットアーム１０の駆動により校正用部材７０を移動させ
る。
【００９２】
　次に、制御装置５は、所定の閾値内であると判断したら、固定カメラ２で撮像した第２
マーカー７２の画像を「第２画像（第ｎ画像）」として記憶部５４に記憶し、かつ、第２
画像（第ｎ画像）を撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４
に記憶する（ステップＳ１１１０）。ここで、固定カメラ２における基準面を特定する処
理（ステップＳ１１）では、第２画像を撮像した際の第２マーカー７２を「第２基準マー
カー」とする。なお、第２画像を撮像する際には、ハンド１０２に把持されている校正用
部材７０に付された第２マーカー７２は、第１画像を撮像する際における位置と異なる位
置にある。
【００９３】
　次に、撮像した画像の数ｎが予め設定した所定数（ただし、ｎは整数であって、３≦ｎ
の関係を満足する数）であるか否かを判断する（ステップＳ１１１１）。所定数であると
判断した場合には、ステップＳ１１１２に移行し、所定数未満であると判断した場合には
、所定数であると判断されるまで、前述したステップＳ１１５からステップＳ１１１０を
繰り返す。
【００９４】
　ここで、本実施形態では、画像の数が３になるまで画像を取得すること、すなわち、固
定カメラ２で３つの画像（第１画像、第２画像および第３画像）を撮像することを予め設
定している。そのため、本実施形態では、固定カメラ２で第２画像を撮像した後に、さら
にもう１回、ステップＳ１１５からステップＳ１１１０を行い、ロボットアーム１０の駆
動により校正用部材７０を移動させて固定カメラ２で撮像した第２マーカー７２の画像を
「第３画像」として記憶部５４に記憶し、かつ、第３画像を撮像した際のロボット座標系
における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。ここで、固定カメラ２における基準
面を特定する処理（ステップＳ１１）では、第３画像を撮像した際の第２マーカー７２を
「第３基準マーカー」とする。なお、第３画像を撮像する際には、ハンド１０２に把持さ
れている校正用部材７０に付された第２マーカー７２は、第１画像を撮像する際における
位置および第２画像を撮像する際における位置と異なる位置にあり、それらは同一直線上
にない。また、固定カメラ２における基準面を特定する処理（ステップＳ１１）では、第
２マーカー７２が「第１基準マーカー、第２基準マーカーおよび第３基準マーカー」を兼
ねていると捉えることができる。
【００９５】
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　次に、画像の数ｎが所定数であると判断したら、処理部５３は、記憶部５４に記憶した
ｎ個（本実施形態では３つ）のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を基に、図６に
示すような撮像素子２１（３つの異なる箇所に配置された状態の第２マーカー７２を通る
平面）に平行な基準面８１の原点およびｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方向を求める（ステップＳ
１１１２）。そして、制御装置５は、ロボット座標系における基準面８１の位置および姿
勢、すなわち、基準面８１の成分ｘｒ、ｙｒ、ｚｒ、ｕｒ、ｖｒ、ｗｒを定義する（ステ
ップＳ１１１３）。
　以上にて、図７に示す基準面を特定する処理（ステップＳ１１）が終了する。
【００９６】
　以上のように、制御装置５によれば、固定カメラ２（撮像部）で撮像した画像（第１画
像、第２画像および第３画像）を基にして基準面８１の姿勢を求めることができる。この
ため、従来のように、作業者によるタッチアップ用ハンドとキャリブレーション治具（校
正用部材）との接触を判断する作業を省くことができる。このため、人為的な誤差や、作
業者によるバラツキを低減することができ、よって、基準面８１の姿勢を高精度に求める
ことができる。また、従来のようにタッチアップ用ハンドをキャリブレーション治具に接
触させることにより基準面を求めると、キャリブレーション治具の材質等によって求めた
基準面の姿勢が異なり、基準面の姿勢を高精度に検出することが難しい。これに対し、本
実施形態では、固定カメラ２で撮像した画像を基にして基準面８１の姿勢を求めているの
で、校正用部材７０に対して接触せずに（非接触で）、基準面８１の姿勢を求めることが
できる。このため、例えば校正用部材７０の材質等によらず基準面８１の姿勢を高精度に
求めることができる。
【００９７】
　また、制御装置５によれば、固定カメラ２で撮像した画像を基にして基準面８１の姿勢
を求めることができるため、従来よりも基準面８１の姿勢を容易かつ迅速に求めることが
できる。
【００９８】
　また、前述したように、本実施形態では、３つの画像（第１画像、第２画像および第３
画像）をそれぞれ撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ６（所定の部位）の座標
を基にして基準面８１を求めている。したがって、基準面８１は軸座標Ｏ６を含む面であ
るといえる。そのため、基準面８１でロボット１が作業（例えば、ハンド１０２により対
象物を的確に把持しているか否かを判断する作業）を行うことで、ロボット１は前記作業
を的確に行うことができる。
【００９９】
　特に、前述したように、本実施形態では、３つの画像を撮像する際に、合焦処理をして
おくことで、ロボット１が基準面８１で対象物の検出、検査、組み立て等の各作業を行え
ば、ロボット１は各種作業をより高い精度で行うことができる。
【０１００】
　なお、予め、軸座標Ｏ６とツールセンターポイントＴＣＰとの間の距離が既知であれば
、その距離と、軸座標Ｏ６を含む面である基準面８１とを基にして、ツールセンターポイ
ントＴＣＰを含む面を求めることができる。
【０１０１】
　また、本実施形態では、軸座標Ｏ６の座標を基にして基準面８１を特定する処理（ステ
ップＳ１１）を行ったが、ツールセンターポイントＴＣＰの座標を基に基準面８１を特定
してもよいし、その他のロボットの任意の部位を基に基準面８１を特定してもよい。
【０１０２】
　また、前述したように、本実施形態では、第１画像における第２マーカー７２の大きさ
と、第２画像における第２マーカー７２の大きさと、第３画像における第２マーカー７２
の大きさとに基づいて、基準面８１の位置および姿勢を求めている。そのため、本実施形
態では、各画像における第２マーカー７２の大きさに基づいて基準面８１の位置および姿
勢を求めれば、基準面８１の姿勢を的確に求めることができる。
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【０１０３】
　また、各画像における第２マーカー７２の大きさに基づいて基準面８１の位置および姿
勢を求めることは、第１画像を取得した際の第２マーカー７２と固定カメラ２の受光面２
１１（より具体的には、撮像基準点Ｏ２）との間の距離（第１距離）と、第２画像を取得
した際の第２マーカー７２と受光面２１１（撮像基準点Ｏ２）との間の距離（第２距離）
と、第３画像を取得した際の第２マーカー７２と受光面２１１（撮像基準点Ｏ２）との間
の距離（第３距離）とに基づいて、基準面８１の姿勢を求めていることと同等である。し
たがって、本実施形態の校正方法によれば、第１距離、第２距離および第３距離の距離に
基づいて、基準面８１の姿勢を求めることができる。
【０１０４】
　［固定カメラの画像座標系とロボット座標系との関係を求める処理（ステップＳ１２）
］
　次に、図７に示すように、固定カメラの画像座標系とロボット座標系との関係を求める
処理（ステップＳ１２）を行う。
【０１０５】
　制御装置５は、まず、ロボットアーム１０を駆動させて、前述したステップＳ１２で求
めた基準面８１内の格子状に配列された任意の９つの基準点（仮想の目標点）にそれぞれ
軸座標Ｏ６が位置するように、校正用部材７０を移動させる。すなわち、第２マーカー７
２を格子状に配列された９つの箇所に移動させる。このとき、制御装置５は、校正用部材
７０を移動させるごとに、固定カメラ２に第２マーカー７２を撮像させる。
【０１０６】
　ここで、９つの基準点は、全て固定カメラ２の画像の範囲内（撮像領域内）にあり、隣
り合う基準点同士の間隔が全て等しくなっているものとする。
【０１０７】
　次に、制御装置５は、９つの画像に基づいた固定カメラ２の画像座標系における第２マ
ーカー７２の座標（成分ｘａ、ｙａ、ｕａ）と、前述したステップＳ１１で求めたロボッ
ト座標系における基準面８１の座標（成分ｘｒ、ｙｒ、ｕｒ）とに基づいて、固定カメラ
２の画像座標をロボット座標系における基準面８１の座標に変換する補正パラメーター（
座標変換行列）を求める。
【０１０８】
　このようにして求めた補正パラメーターを用いれば、固定カメラ２で撮像した対象物等
の位置および姿勢（具体的には、成分ｘａ、ｙａ、ｕａ）をロボット座標系における値（
具体的には、成分ｘｒ、ｙｒ、ｕｒ）に変換することができる。なお、この補正パラメー
ターは、レンズ２２の歪み等の固定カメラ２の内部パラメーターも加味した値である。
【０１０９】
　なお、本実施形態では、前述したように、９つの基準点を用いて補正パラメーターを求
めたが、補正パラメーターを求めるために用いる基準点の数が多いほど校正の精度は高く
なる。
　以上にて、図４に示す固定カメラの校正（ステップＳ１）が終了する。
【０１１０】
　＜モバイルカメラの校正（ステップＳ２）＞
　次に、制御装置５は、図４に示すモバイルカメラ３の校正（ステップＳ２）を開始する
。
【０１１１】
　図１０に示すように、モバイルカメラ３の校正（ステップＳ２）では、基準面を特定す
る処理（ステップＳ２１）、オフセット成分を求める処理（ステップＳ２２）、作業面を
特定する処理（ステップＳ２３）、ロボット１にマーカーの位置および姿勢を教示する処
理（ステップＳ２４）、および、モバイルカメラ３の画像座標系とロボット座標系との関
係を求める処理（ステップＳ２５）を、この順に行う。
【０１１２】
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　［基準面を特定する処理（ステップＳ２１）］
　まず、図１１に示すように、基準面を特定する処理（ステップＳ２１）を行う前に、予
め、ハンド１０２で把持していた校正用部材７０を作業台６１の作業面６１１上に載置し
ておく。その後、基準面を特定する処理（ステップＳ２１）を行う。
【０１１３】
　以下、基準面を特定する処理（ステップＳ２１）を、図１２に示すフローチャートを参
照しつつ、その詳細を説明する。
【０１１４】
　図１２に示すように、基準面を特定する処理（ステップＳ２１）が開始すると、まず、
制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、図１２に示すように、モバイルカメラ
３を校正用部材７０に対向させる（ステップＳ２１１）。
【０１１５】
　次いで、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、校正用部材７０に付された
第１マーカー７１がモバイルカメラ３の画像の中心部に位置するようにモバイルカメラ３
を移動させる（ステップＳ２１２）。
【０１１６】
　次いで、制御装置５は、モバイルカメラ３に第１マーカー７１を撮像させる（ステップ
Ｓ２１３）。このとき、制御装置５は、モバイルカメラ３の焦点が第１マーカー７１に合
う（合焦する）ようにロボットアーム１０を駆動させることにより、モバイルカメラ３を
移動させる処理（合焦処理）を行う。なお、この合焦処理は省略しても構わない。
【０１１７】
　次いで、制御装置５は、モバイルカメラ３で撮像した第１マーカー７１の画像を「第１
画像」として記憶部５４に記憶し、かつ、第１画像を撮像した際のロボット座標系におけ
る軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する（ステップＳ２１４）。ここで、モバイルカ
メラ３における基準面を特定する処理（ステップＳ２１）では、第１マーカー７１を「第
１基準マーカー」とする。
【０１１８】
　次に、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、第２マーカー７２がモバイル
カメラ３の画像の中心部に位置するようにモバイルカメラ３を並進移動させる（ステップ
Ｓ２１５）。
【０１１９】
　次いで、制御装置５は、モバイルカメラ３に第２マーカー７２（第ｎマーカー）を撮像
させる（ステップＳ２１６）。
【０１２０】
　次いで、ステップＳ２１６においてモバイルカメラ３で撮像した画像における第２マー
カー７２の形状および大きさと、ステップＳ２１４で記憶部５４に記憶した第１画像にお
ける第１マーカー７１の形状および大きさとを比較する（ステップＳ２１７）。そして、
第２マーカー７２の形状および大きさと、第１マーカー７１の形状および大きさとの差が
、所定の閾値内であるか否かを判断する（ステップＳ２１８）。
【０１２１】
　所定の閾値内であると判断した場合（ステップＳ２１８の「Ｙｅｓ」）には、ステップ
Ｓ２１１０に移行する。一方、所定の閾値内でないと判断した場合（ステップＳ２１８の
「Ｎｏ」）には、所定の閾値内になるようにロボットアーム１０の駆動によりモバイルカ
メラ３を移動させる（ステップＳ２１９）。
【０１２２】
　次に、制御装置５は、所定の閾値内であると判断したら、モバイルカメラ３で撮像した
第２マーカー７２（第ｎマーカー）の画像を「第２画像（第ｎ画像）」として記憶部５４
に記憶し、かつ、第２画像（第ｎ画像）を撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ
６の座標を記憶部５４に記憶する（ステップＳ２１１０）。ここで、モバイルカメラ３に
おける基準面を特定する処理（ステップＳ２１）では、第２マーカー７２を「第２基準マ
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ーカー」とする。
【０１２３】
　次に、撮像した画像の数ｎが予め設定した所定数（ただし、ｎは整数であって、３≦ｎ
の関係を満足する数）であるか否かを判断する（ステップＳ２１１１）。所定数であると
判断した場合には、ステップＳ２１１２に移行し、所定数未満であると判断した場合には
、所定数であると判断されるまで、前述したステップＳ２１５からステップＳ２１１０を
繰り返す。
【０１２４】
　ここで、本実施形態では、モバイルカメラ３で３つの画像（第１画像、第２画像および
第３画像）を撮像することを予め設定している。そのため、本実施形態では、モバイルカ
メラ３で第２画像を撮像した後に、さらにもう１回、ステップＳ２１５からステップＳ２
１１０を行い、モバイルカメラ３で撮像した第３マーカー７３の画像を「第３画像」とし
て記憶部５４に記憶し、かつ、第３画像を撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ
６の座標を記憶部５４に記憶する。ここで、モバイルカメラ３における基準面を特定する
処理（ステップＳ２１）では、第３マーカー７３を「第３基準マーカー」とする。
【０１２５】
　次に、画像の数ｎが所定数であると判断したら、処理部５３は、記憶部５４に記憶した
ｎ個（本実施形態では３つ）のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を基に、図１１
に示すような表面７０１（第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３
を通る平面）に平行な基準面８２の原点およびｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方向を求める（ステ
ップＳ２１１２）。そして、制御装置５は、ロボット座標系における基準面８２の位置お
よび姿勢、すなわち、基準面８２の成分ｘｒ、ｙｒ、ｚｒ、ｕｒ、ｖｒ、ｗｒを定義する
（ステップＳ２１１３）。
【０１２６】
　以上のように、制御装置５によれば、固定カメラ２における基準面を特定する処理（ス
テップＳ１１）と同様の効果を発揮することができる。すなわち、モバイルカメラ３（撮
像部）で撮像した画像（第１画像、第２画像および第３画像）を用いているため、校正用
部材７０に対して接触せずに、基準面８２の姿勢を求めることができ、よって、例えば校
正用部材７０の材質等によらず基準面８２の姿勢を高精度に求めることができる。また、
従来よりも基準面８２の姿勢を容易かつ迅速に求めることができる。
【０１２７】
　また、前述したように、本実施形態では、第１画像における第１マーカー７１の大きさ
と、第２画像における第２マーカー７２の大きさと、第３画像における第２マーカー７２
の大きさとに基づいて、基準面８２の位置および姿勢を求めている。そのため、本実施形
態では、各画像における第２マーカー７２の大きさに基づいて基準面８２の位置および姿
勢を求めれば、基準面８２の姿勢を的確に求めることができる。
【０１２８】
　また、各画像における第２マーカー７２の大きさに基づいて基準面８２の位置および姿
勢を求めることは、第１画像を取得した際の第１マーカー７１とモバイルカメラ３の受光
面３１１（より具体的には、撮像基準点Ｏ３）との間の距離（第１距離）と、第２画像を
取得した際の第２マーカー７２と受光面３１１（撮像基準点Ｏ３）との間の距離（第２距
離）と、第３画像を取得した際の第３マーカー７３と受光面３１１（撮像基準点Ｏ３）と
の間の距離（第３距離）とに基づいて、基準面８２の姿勢を求めていることと同等である
。したがって、本実施形態の校正方法によれば、第１距離、第２距離および第３距離の距
離に基づいて、基準面８２の姿勢を求めることができる。
【０１２９】
　さらに、上述したように、モバイルカメラ３における基準面を特定する処理（ステップ
Ｓ２１）では、大きさが互いに等しい第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マ
ーカー７３が付された校正用部材７０を用いて、画像上における第１マーカー７１、第２
マーカー７２および第３マーカー７３の大きさが互いに等しくなるように固定カメラ２で
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第１画像、第２画像および第３画像を撮像している。このように撮像すれば、モバイルカ
メラ３の焦点距離や画角が既知でなくとも、表面７０１に平行な（モバイルカメラ３の光
軸ＯＡ３に対して直交している）基準面８２を求めることができる。
【０１３０】
　また、第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３の大きさが互いに
等しくなるようにモバイルカメラ３で第１画像、第２画像および第３画像を撮像すること
は、互いに距離が等しい第１距離、第２距離および第３距離に基づいて、基準面８２の姿
勢を求めていることと同等である。したがって、本実施形態の校正方法によれば、距離が
等しい第１距離、第２距離および第３距離に基づいて、モバイルカメラ３の焦点距離や画
角が既知でなくとも、表面７０１に平行な基準面８２を容易かつ迅速に求めることができ
る。
【０１３１】
　なお、本実施形態では、第１マーカー７１、第２マーカー７２および第３マーカー７３
のそれぞれの大きさが互いに等しいが、これらの大きさの関係が既知であれば、これらの
大きさはそれぞれ異なっていてもよい。その場合には、第１マーカー７１、第２マーカー
７２および第３マーカー７３のそれぞれの大きさの関係に基づいて、第１距離、第２距離
および第３距離の距離を求めることで、表面７０１に平行な基準面８２を容易かつ迅速に
求めることができる。
【０１３２】
　［オフセット成分を求める処理（ステップＳ２２）］
　次に、オフセット成分を求める処理（ステップＳ２２）を、図１３に示すフローチャー
トを参照しつつ説明する。
【０１３３】
　ここで、前述したように、モバイルカメラ３は、設計上、光軸ＯＡ３が第６アーム１６
の中心軸Ａ６に対してほぼ平行になるように、第６アーム１６に対してオフセットして取
り付けられている。しかし、実際には、その設計上のオフセット成分（第６アーム１６に
対するモバイルカメラ３の位置および姿勢）からズレが生じる。このズレは、例えば、モ
バイルカメラ３の組み付け誤差や、モバイルカメラ３の筐体に対する撮像素子３１の組み
付け誤差等により生じる。
【０１３４】
　そこで、このオフセット成分を求める処理（ステップＳ２２）にて、実際のオフセット
成分（第６アーム１６に対するモバイルカメラ３の位置および姿勢）を求める。
【０１３５】
　以下のオフセット成分を求める処理（ステップＳ２２）では、回動軸部材１６１の軸座
標Ｏ６に対するモバイルカメラ３の撮像基準点Ｏ３の位置および光軸ＯＡ３の方向（姿勢
）のオフセット成分（Δｘ、Δｘ、Δｙ、Δｕ、Δｖ、Δｗ）を求める。
【０１３６】
　なお、本実施系形態では、軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３の位置および光軸ＯＡ３
の方向のオフセット成分を求めるが、オフセット成分を求めるにあたり基準とする箇所は
、軸座標Ｏ６および撮像基準点Ｏ３に限定されず任意である。
【０１３７】
　図１３に示すように、オフセットを求める処理（ステップＳ２２）が開始すると、まず
、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、モバイルカメラ３に校正用部材７０
を検出させる（ステップＳ２２１）。
【０１３８】
　次に、制御装置５は、モバイルカメラ３の受光面３１１が校正用部材７０の表面７０１
に正対するようにロボットアーム１０を駆動させる（ステップＳ２２２）。
【０１３９】
　次いで、制御装置５は、モバイルカメラ３の受光面３１１に対する校正用部材７０の表
面７０１の平行度を検証する（ステップＳ２２３）。そして、制御装置５は、平行度が所
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定の閾値内であるか否かを判断する（ステップＳ２２４）。
【０１４０】
　図１４に示すように、平行度は、画像における表面７０１に付された隣り合うマーカー
７５同士のピッチＰの差を用いて検証する。例えば、図１４中の実線で示すように、隣り
合うマーカー７５同士のピッチＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４の差がほぼ同じであり、その差が
所定の閾値内である場合には、ステップＳ２２５に移行する。一方、図１４中の２点鎖線
で示すように、隣り合うマーカー７５同士のピッチＰ１’、Ｐ２’、Ｐ３’、Ｐ４’の差
が異なり、その差が所定の閾値を超える場合には、所定の閾値内になるまで、ステップＳ
２２１からステップＳ２２４を繰り返す。ここで、所定の閾値内であることは、前述した
基準面８２と光軸ＯＡ３とが閾値以内で垂直になっていることを意味する。
【０１４１】
　次に、制御装置５は、所定の閾値内であると判断したら、所定の閾値内であると判断し
た際のロボット座標系における軸座標Ｏ６の成分ｕｒ、ｖｒ、ｗｒと、前述した基準面を
特定する処理（ステップＳ２１）で求めた際のロボット座標系における基準面８２の成分
ｕｒ、ｖｒ、ｗｒとの差からオフセット成分Δｕ、Δｖ、Δｗを求める（ステップＳ２２
５）。このオフセット成分Δｕ、Δｖ、Δｗは、軸座標Ｏ６に対する光軸ＯＡ３のオフセ
ット成分Δｕ、Δｖ、Δに相当する。
【０１４２】
　次に、図１３に示すように、制御装置５は、軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３のオフ
セット成分Δｘ、Δｙを求める（ステップＳ２２６）。以下、オフセット成分Δｘ、Δｙ
を求める方法を図１５～図２０を参照しつつ説明する。なお、図１５～図１９は、例えば
、ロボット１を鉛直方向上方から見たときのモバイルカメラ３および第６アーム１６を模
式的に示している。
【０１４３】
　具体的には、まず、図１５に示すように、制御装置５は、例えばモバイルカメラ３の画
像３０の中心Ｏ３０（重心）に第２マーカー７２が位置するようにロボットアーム１０を
駆動させる。この図１５に示すモバイルカメラ３および第６アーム１６の状態を「第１状
態」とする。ここで、画像３０の中心Ｏ３０と撮像基準点Ｏ３は一致している。
【０１４４】
　次いで、図１６に示すように、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて第６ア
ーム１６を中心軸Ａ６周りに所定の角度で回動させる。この際の所定の角度は、画像３０
外に第２マーカー７２が出ない範囲内（モバイルカメラ３の撮像領域内に収まる範囲内）
の所定の角度（例えば１～１０°程度）とする。この図１６に示すモバイルカメラ３およ
び第６アーム１６の状態を「第２状態」とする。
【０１４５】
　次いで、図１７に示すように、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動させて、第２
マーカー７２が中心Ｏ３０に一致するようにモバイルカメラ３および第６アーム１６をロ
ボット座標系におけるｘｒ軸およびｙｒ軸を含む平面（基準面８２のｘ－ｙ平面）に平行
な平面内に並進移動させる。この図１７に示すモバイルカメラ３および第６アーム１６の
状態を「第３状態」とする。
【０１４６】
　このような第１状態から第２状態を経て第３状態となるモバイルカメラ３および第６ア
ーム１６の移動は、図１５に示す第１状態と図１７に示す第３状態とを見ると、撮像中心
Ｏ３０（撮像基準点Ｏ３）を通る線分を回動中心軸にして軸座標Ｏ６（第６アーム１６）
が回動していることと同等であることが分かる。したがって、図２０に示すように、第１
状態から第２状態を経て第３状態となる移動は、中心Ｏ３０（撮像基準点Ｏ３）を通る線
分を回動中心軸として軸座標Ｏ６を回動角度θ１０で移動させたことと等しい。それゆえ
、回動角度θ１０と、第１状態でのロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標と、第３状
態でのロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標とに基づいて、ロボット座標系における
撮像基準点Ｏ３の座標を求める。そして、求めたロボット座標系における撮像基準点Ｏ３
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の座標と、第１状態および第３状態のいずれか一方のロボット座標系における軸座標Ｏ６
の座標とから、軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３の仮オフセット成分Δｘ’、Δｙ’を
求める。
【０１４７】
　次いで、図１８に示すように、制御装置５は、第２マーカー７２が画像３０外に出ない
ように仮オフセット成分Δｘ’、Δｙ’を基にしてロボットアーム１０を駆動させ、撮像
基準点Ｏ３（中心Ｏ３０）を通る線分を回動中心軸として軸座標Ｏ６を所定の角度で回動
させる。この図１８に示すモバイルカメラ３および第６アーム１６の状態を「第４状態」
とする。
【０１４８】
　次に、図１９に示すように、制御装置５は、ロボットアーム１０の駆動によりモバイル
カメラ３および第６アーム１６をロボット座標系におけるｘｒ軸およびｙｒ軸を含む平面
（基準面８２のｘ－ｙ平面）に平行な平面内に並進移動させ、画像３０の中心Ｏ３０に第
２マーカー７２を位置させる。この図１９に示すモバイルカメラ３および第６アーム１６
の状態を「第５状態」とする。
【０１４９】
　このような第１状態から第２状態、第３状態および第４状態を経て第５状態となるモバ
イルカメラ３および第６アーム１６の移動は、図１５に示す第１状態と図１９に示す第５
状態とを見ると、中心Ｏ３０（撮像基準点Ｏ３）を通る線分を回動中心軸にして軸座標Ｏ
６を回動させていることと同等であることが分かる。したがって、図２０に示すように、
第１状態から第２状態、第３状態および第４状態を経て第５状態となる移動は、中心Ｏ３
０（撮像基準点Ｏ３）を通る線分を回動中心軸として軸座標Ｏ６を回動角度θ１で移動さ
せたことと等しい。それゆえ、回動角度θ１と、第１状態でのロボット座標系における軸
座標Ｏ６の座標と、第５状態でのロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標とに基づいて
、ロボット座標系における撮像基準点Ｏ３の座標を求める。そして、求めたロボット座標
系における撮像基準点Ｏ３の座標と、第１状態および第５状態のいずれか一方のロボット
座標系における軸座標Ｏ６の座標とから、軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３のオフセッ
ト成分Δｘ、Δｙを求める。
【０１５０】
　このような処理によれば、軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３のオフセット成分Δｘ、
Δｙを容易かつ高精度に求めることができる。
【０１５１】
　また、前述したように、本実施形態では、第１状態から第２状態を経て第３状態に移行
する処理を行うことにより、仮オフセット成分Δｘ’、Δｙ’を算出している。すなわち
、第２マーカー７２がモバイルカメラ３の画像３０内（撮像領域内）に収まる範囲内の微
小な角度で、第６アーム１６を中心軸Ａ６周りに回動させる処理を行うことで、仮オフセ
ット成分Δｘ’、Δｙ’を算出している。このような仮オフセットΔｘ’、Δｙ’の情報
を用いて第３状態から第４状態への移動を行うことで、第４状態において第２マーカー７
２を確実に画像３０内に写すことができる。
【０１５２】
　次に、図１３に示すように、制御装置５は、軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３のオフ
セット成分Δｚを求める（ステップＳ２２７）。以下、オフセット成分Δｚを求める方法
を、図２１を参照しつつ説明する。なお、図２１は、オフセット成分Δｚを求める際のモ
バイルカメラ３および第６アーム１６の過程を図示しており、説明の便宜上、図２１中の
実線で示すモバイルカメラ３が、「設計上のモバイルカメラ３」の位置を示しており、図
２１中の点線で示すモバイルカメラ３’が、「実際のモバイルカメラ３」の位置を示して
いる。
【０１５３】
　図２１に示すように、まず、制御装置５は、例えば第２マーカー７２がモバイルカメラ
３’の画像の中心に写るようにロボットアーム１０を駆動させて、図２１に示す状態Ａと
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する。次いで、制御装置５は、モバイルカメラ３’で第２マーカー７２を撮像して、図２
１に示すモバイルカメラ３の受光面３１１と第２マーカー７２との間の距離Ｈを求める。
【０１５４】
　ここで、本実施形態では、モバイルカメラ３の焦点距離は予め求められていて、既知で
ある。このため、距離Ｈは、例えば、モバイルカメラ３の焦点距離と、モバイルカメラ３
の画像におけるマーカー７５同士のピッチの長さ「ピクセル」と、実際のマーカー７５同
士のピッチ「ｍｍ」とから算出することができる。
【０１５５】
　なお、モバイルカメラ３の焦点距離は、例えば、校正用部材７０のマーカー７５を写し
ながら、モバイルカメラ３を光軸ＯＡ３方向（ｚｒ方向）へ微小量だけ動かした場合にお
ける動作前後での、画像上のマーカー７５同士のピッチの長さ「ピクセル」と、実際のマ
ーカー７５同士のピッチ「ｍｍ」とから求めることも可能である。
【０１５６】
　次いで、図２１中の状態Ｂに示すように、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動さ
せて、モバイルカメラ３’を設計上のオフセット成分Δｚを基に角度θ２だけ傾ける。
【０１５７】
　次いで、図２１中の状態Ｃに示すように、制御装置５は、ロボットアーム１０を駆動さ
せて、状態Ｂのモバイルカメラ３’の姿勢を保ったまま、第２マーカー７２がモバイルカ
メラ３’の画像の中心に写るようにモバイルカメラ３’をロボット座標系におけるｘｒ軸
およびｙｒ軸を含む平面（基準面８２のｘ－ｙ平面）に平行な面内に並進移動させる。そ
して、制御装置５は、このときのロボット座標系における軸座標Ｏ６の移動距離Ｘ’（具
体的には、設計上のオフセット成分Δｚに基づく、基準面８２のｘ－ｙ平面に平行な面内
での撮像基準点Ｏ３の移動距離）を求める。
【０１５８】
　次いで、制御装置５は、下記の式（１）より、モバイルカメラ３’の実際のオフセット
成分Δｚを求めるための補正量ΔＨを求める。
【０１５９】
【数１】

【０１６０】
　次いで、制御装置５は、補正量ΔＨと設計上のオフセット成分Δｚとを基に、実際のオ
フセット成分Δｚを求める。
【０１６１】
　このようにして、オフセット成分Δｚを求めることができる。このような処理によれば
、オフセット成分Δｚを容易に算出することができる。
【０１６２】
　次に、図１３に示すように、制御装置５は、設計上のオフセット成分から、求めた実際
のオフセット成分Δｘ、Δｙ、Δｚ、Δｕ、Δｖ、Δｗにデータを更新する（ステップＳ
２２８）。
　以上にて、図１０に示すオフセットを求める処理（ステップＳ２２）が終了する。
【０１６３】
　［作業面を特定する処理（ステップＳ２３）］
　次に、図１０に示すように、作業面を特定する処理（ステップＳ２３）を行う。作業面
を特定する処理（ステップＳ２３）は、ロボット座標系における作業面６１１の位置およ
び姿勢、すなわち、作業面６１１の成分ｘｒ、ｙｒ、ｚｒ、ｕｒ、ｖｒ、ｗｒを求める処
理である。
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【０１６４】
　ここで、作業面６１１は、基準面８２に対して平行であり、基準面８２の法線方向（ｚ
ｒ方向）にオフセットした位置にある。このため、この作業面を特定する処理（ステップ
Ｓ２３）では、作業面６１１の基準面８２に対する法線方向（ｚｒ方向）のオフセット量
を決定することにより、作業面６１１の成分ｘｒ、ｙｒ、ｚｒ、ｕｒ、ｖｒ、ｗｒを求め
ることができる。
【０１６５】
　作業面６１１の基準面８２に対する法線方向（ｚｒ方向）のオフセット量は、予め求め
ておいたモバイルカメラ３の焦点距離と、校正用部材７０の隣り合うマーカー７５のピッ
チの値（実寸）に対するモバイルカメラ３の画素数と、前述した実際のオフセット成分と
に基づいて求めることができる。
【０１６６】
　このようにしてロボット座標系における作業面６１１の位置および姿勢を求めることで
、ロボット１は作業面６１１上に載置された対象物に対して高精度に作業を行うことがで
きる。
【０１６７】
　［ロボットにマーカーの位置および姿勢を教示する処理（ステップＳ２４）］
　次に、図１０に示すように、ロボット１にマーカーの位置および姿勢を教示する処理（
ステップＳ２４）を行う。
【０１６８】
　ここでは、例えば、基準面８２（または作業面６１１）のｘ－ｙ平面における第２マー
カー７２のロボット座標をロボット１に教示する。
【０１６９】
　具体的には、まず、制御装置５は、前述したオフセット成分を求める処理（ステップＳ
２２）にて算出した軸座標Ｏ６に対する撮像基準点Ｏ３の位置および光軸ＯＡ３の方向の
オフセット成分を基にして、基準面８２のｚ軸にモバイルカメラ３の光軸ＯＡ２を揃える
。その後、制御装置５は、ロボットアーム１０の駆動により、基準面８２のｘ－ｙ平面に
平行な面内にモバイルカメラ３を並進移動させ、第２マーカー７２をモバイルカメラ３の
画像中心に合わせる。そして、制御装置５は、第２マーカー７２をモバイルカメラ３の画
像中心に合わた際のモバイルカメラ３の撮像基準点Ｏ３の位置を第２マーカー７２のロボ
ット座標として教示する。
【０１７０】
　なお、例えば、軸座標Ｏ６におけるオフセットが既知である教示専用ツール（タッチア
ップ用ハンド）を第２マーカー７２に接触させることにより、ロボット１に第２マーカー
７５の位置および姿勢を教示してもよい。ただし、モバイルカメラ３で第２マーカー７２
の画像を撮像することにより、ロボット１に第２マーカー７２の位置および姿勢を教示す
る方が、例えば校正用部材７０の材質等によらずに第２マーカー７２を高精度に教示する
ことができるため、好ましい。
【０１７１】
　［モバイルカメラの画像座標系とロボット座標系との関係を求める処理（ステップＳ２
５）］
　次に、図１０に示すように、モバイルカメラの画像座標系とロボット座標系との関係を
求める処理（ステップＳ２５）を行う。
【０１７２】
　モバイルカメラの画像座標系とロボット座標系との関係を求める処理（ステップＳ２５
）は、前述した固定カメラの画像座標系とロボット座標系との関係を求める処理（ステッ
プＳ１２）と、作業面６１１上に配置された校正用部材７０を用いて基準面を特定するこ
と、および、ロボットアーム１０を駆動させて、作業面６１１上に配置された校正用部材
７０の第２マーカー７２（ロボット座標が既知であるマーカー）を、モバイルカメラ３を
９箇所に移動させながら９回撮像すること以外は、同様である。
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【０１７３】
　したがって、モバイルカメラ３の画像座標系とロボット座標系との関係を求める処理（
ステップＳ２５）が終了すると、９つの画像に基づいたモバイルカメラ３の画像座標系に
おける第２マーカー７２の座標（成分ｘｂ、ｙｂ、ｕｂ）と、前述したステップＳ２１で
求めたロボット座標系における基準面８２の座標（成分ｘｒ、ｙｒ、ｕｒ）とに基づいて
、固定カメラ２の画像座標をロボット座標系における基準面８２の座標に変換する補正パ
ラメーター（座標変換行列）を求めることができる。
【０１７４】
　このようにして求めた補正パラメーターを用いれば、モバイルカメラ３で撮像した対象
物等の位置および姿勢（具体的には、成分ｘｂ、ｙｂ、ｕｂ）をロボット座標系における
値（具体的には、成分ｘｒ、ｙｒ、ｕｒ）に変換することができる。
【０１７５】
　なお、前述したように、モバイルカメラの画像座標系とロボット座標系との関係を求め
る処理（ステップＳ２５）は、前述した固定カメラ２の画像座標系とロボット座標系との
関係を求める処理（ステップＳ１２）とほぼ同様であるため、その詳細な説明（処理内容
および効果）を省略する。
　以上により、図４に示す撮像部の校正が終了する。
【０１７６】
　このような撮像部の校正方法によれば、固定カメラ２およびモバイルカメラ３でそれぞ
れ撮像した画像を基にして基準面８１、８２の姿勢を求めることができるため、従来のよ
うに作業者による判断を省くことができる。そのため、人為的な誤差や、作業者によるバ
ラツキを低減することができ、よって、高精度な校正ができる。
【０１７７】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
【０１７８】
　図２２は、本発明の第２実施形態に係るロボットシステムを用いた撮像部の校正で使用
する校正用部材の平面図である。図２３は、第２実施形態における基準面を特定する処理
における第１マーカーと第ｎマーカーとの比較を説明するための図である。
【０１７９】
　本実施形態に係るロボットシステムを用いた撮像部の校正方法は、校正用部材の構成、
および、基準面を特定する処理の一部が異なること以外は、前述した第１実施形態と同様
である。
【０１８０】
　なお、以下の説明では、第２実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項に関してはその説明を省略する。また、図２２および図２３では、それ
ぞれ、前述した実施形態と同様の構成について、同一符号を付している。
【０１８１】
　図２２に示す校正用部材７０Ａの表面７０１Ａには、複数のマーカー７５が付されてい
る。これら複数のマーカー７５のうちの図２２中の左側に位置する９つのマーカー７５と
、図２２中の右側に位置する９つのマーカー７５と、図２２中の下側に位置する９つのマ
ーカー７５と、図２２中の上側に位置する９つのマーカー７５とには、それぞれ、９つの
マーカー７５を囲む四角形の枠がさらに付されている。これら９つのマーカー７５とそれ
を囲む四角形の枠とで構成されたマーカーのうち、図２２中の左側に位置するマーカーを
「第１マーカー７６」とし、図２２中の右側に位置するマーカーを「第２マーカー７７」
とし、図２２中の下側に位置するマーカーを「第３マーカー７８」とし、図２２中の上側
に位置するマーカーを「第４マーカー７９」とする。このような第１マーカー７６、第２
マーカー７７、第３マーカー７８および第４マーカー７９は、それぞれ、基準マーカーと
して用いられる。
【０１８２】
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　［基準面を特定する処理（ステップＳ１１）］
　本実施形態では、図８に示すステップＳ１１４において、固定カメラ２で撮像した第２
マーカー７７の画像を「第１画像」として記憶部５４に記憶し、かつ、第１画像を撮像し
た際のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。
【０１８３】
　また、ステップＳ１１７において、ステップＳ１１６で固定カメラ２が撮像した第２マ
ーカー７７が有する複数のマーカー７５同士のピッチＰと、記憶部５４に記憶した第１画
像における第２マーカー７７が有する複数のマーカー７５同士のピッチＰとを比較する。
例えば、図２３に示すように、図２３中の２点鎖線で示す第２マーカー７７（第ｎマーカ
ー）が有する複数のマーカー７５同士のピッチＰが、図２３中の実線で示す第１画像にお
ける第２マーカー７７が有する複数のマーカー７５同士のピッチＰと異なり、そのピッチ
Ｐの差が所定の閾値内でない場合には、所定の閾値内になるようにロボットアーム１０の
駆動により校正用部材７０をｚｒ軸方向に並進移動させる（ステップＳ１１９）。
【０１８４】
　次いで、制御装置５は、ピッチＰの差が所定の閾値内であると判断したら、ステップＳ
１１１０において、固定カメラ２で撮像した第２マーカー７７の画像を「第２画像（第ｎ
画像）」として記憶部５４に記憶し、かつ、第２画像を撮像した際のロボット座標系にお
ける軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。
【０１８５】
　ここで、本実施形態では、固定カメラ２で３つの画像（第１画像、第２画像および第３
画像）を撮像することを予め設定している。そのため、本実施形態では、固定カメラ２で
第２画像を撮像した後に、さらにもう２回、ステップＳ１１５からステップＳ１１１０を
行い、ロボットアーム１０の駆動により校正用部材７０を移動させ、固定カメラ２で撮像
した第２マーカー７７の画像を「第３画像」として記憶部５４に記憶し、かつ、第３画像
を撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。
【０１８６】
　このように、本実施形態では、第１画像における第２マーカー７７が有するマーカー７
５同士のピッチ（第１間隔）と、第２画像における第２マーカー７７が有するマーカー７
５同士のピッチ（第２間隔）と、第３画像における第２マーカー７７が有するマーカー７
５同士のピッチ（第３間隔）と、が互いに等しくなるように第１画像、第２画像および第
３画像を撮像している。これにより、各画像におけるマーカー７５同士のピッチに基づい
て、基準面８１の姿勢を求めることができる。ここで、第１実施形態のように、各画像上
の第２マーカー７７の大きさを用いる方法では、固定カメラ２の合焦度合により画像上の
第２マーカー７７の大きさが変化しやすい。これに対し、本実施形態のように、マーカー
７５同士のピッチ（マーカー７５の重心間の距離）を用いる方法によれば、合焦度合によ
らず、基準面８１をより正確に求めることができる。
【０１８７】
　［基準面を特定する処理（ステップＳ２１）］
　本実施形態では、図１２に示すステップＳ２１４において、モバイルカメラ３で撮像し
た第１マーカー７６の画像を「第１画像」として記憶部５４に記憶し、かつ、第１画像を
撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。
【０１８８】
　また、ステップＳ２１７において、ステップＳ２１６でモバイルカメラ３が撮像した第
２マーカー７７が有する複数のマーカー７５同士のピッチＰと、記憶部５４に記憶した第
１画像における第１マーカー７６が有する複数のマーカー７５同士のピッチＰとを比較す
る。ピッチＰの差が所定の閾値内でない場合には、所定の閾値内になるようにロボットア
ーム１０の駆動によりモバイルカメラ３を校正用部材７０に対してｚｒ軸方向に並進移動
させる（ステップＳ２１９）。
【０１８９】
　次いで、制御装置５は、ピッチＰの差が所定の閾値内であると判断したら、ステップＳ
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２１１０において、モバイルカメラ３で撮像した第２マーカー７７の画像を「第２画像（
第ｎ画像）」として記憶部５４に記憶し、かつ、第２画像を撮像した際のロボット座標系
における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。
【０１９０】
　ここで、本実施形態では、固定カメラ２で４つの画像（第１画像、第２画像、第３画像
および第４画像）を撮像することを予め設定している。そのため、本実施形態では、固定
カメラ２で第２画像を撮像した後に、さらにもう２回、ステップＳ２１５からステップＳ
２１１０を行う。したがって、本実施形態では、モバイルカメラ３で撮像した第３マーカ
ー７８の画像を「第３画像」として記憶部５４に記憶し、かつ、第３画像を撮像した際の
ロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶する。また、モバイルカメ
ラ３で撮像した第４マーカー７９の画像を「第４画像」として記憶部５４に記憶し、かつ
、第４画像を撮像した際のロボット座標系における軸座標Ｏ６の座標を記憶部５４に記憶
する。ここで、本実施形態におけるモバイルカメラ３における基準面を特定する処理（ス
テップＳ２１）では、第４マーカー７９を「第４基準マーカー」とする。
【０１９１】
　このように、本実施形態では、第１画像における第１マーカー７６が有するマーカー７
５同士のピッチ（第１間隔）と、第２画像における第２マーカー７７が有するマーカー７
５同士のピッチ（第２間隔）と、第３画像における第３マーカー７８が有するマーカー７
５同士のピッチ（第３間隔）と、第４画像における第４マーカー７９が有するマーカー７
５同士のピッチ（第４間隔）と、が互いに等しくなるように第１画像、第２画像、第３画
像および第４画像を撮像している。これにより、各画像におけるマーカー７５同士のピッ
チに基づいて、基準面８１の姿勢を求めることができる。
【０１９２】
　また、第１間隔、第２間隔、第３間隔および第４間隔が等しい校正用部材７０Ａを用い
て、第１画像における第１間隔、第２画像における第２間隔、第３画像における第３間隔
および第４画像における第４間隔が等しくなるように第１画像、第２画像、第３画像およ
び第４画像を撮像することで、表面７０１に平行な基準面８２を容易かつ迅速に求めるこ
とができる。
【０１９３】
　なお、本実施形態では、第１間隔、第２間隔、第３間隔および第４間隔が全て等しいが
、これらの間隔（ピッチ）の関係が既知であれば、これらの間隔（ピッチ）はそれぞれ異
なっていてもよい。その場合には、第１間隔、第２間隔、第３間隔および第４間隔のそれ
ぞれの間隔（ピッチ）の関係に基づいて、表面７０１に平行な基準面８２を求めることが
できる。
【０１９４】
　また、図２２に示すように、校正用部材７０Ａに付された第１マーカー７６、第２マー
カー７７、第３マーカー７８および第４マーカー７９は、第１マーカー７６と第２マーカ
ー７７とを通る第１直線７ＸＡと、第３マーカー７８と第４マーカー７９とを通る第２直
線７ＹＡとが交差するように配置されている。したがって、第１画像を撮像した際のロボ
ット座標系における第１マーカー７６の座標と第２画像を撮像した際のロボット座標系に
おける第２マーカー７７の座標とから第１直線７ＸＡを求め、第３画像を撮像した際のロ
ボット座標系における第３マーカー７８の座標と第４画像を撮像した際のロボット座標系
における第４マーカー７９の座標とから第２直線７ＹＡを求め、求めた第１直線７ＸＡお
よび第２直線７ＹＡに基づいて、基準面８２の原点７０Ｏおよびｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方
向を求めることができる。このように基準面８２の原点７０Ｏおよびｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の
各方向を特定することで、作業者が基準面８２の位置を把握し易くなる。
【０１９５】
　＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
【０１９６】
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　図２４は、本発明の第３実施形態に係るロボットシステムを用いた撮像部の校正で使用
する校正用部材の平面図である。
【０１９７】
　本実施形態に係るロボットシステムを用いた撮像部の校正方法は、校正用部材の構成が
異なること以外は、前述した第１実施形態と同様である。
【０１９８】
　なお、以下の説明では、第３実施形態に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項に関してはその説明を省略する。また、図２４では、それぞれ、前述し
た実施形態と同様の構成について、同一符号を付している。
【０１９９】
　図２４に示す校正用部材７０Ｂの表面７０１Ｂには、第１マーカー７１Ｂ、第２マーカ
ー７２Ｂおよび第３マーカー７３Ｂが付されている。
【０２００】
　このような３つの第１マーカー７１Ｂ、第２マーカー７２Ｂおよび第３マーカー７３Ｂ
が付された校正用部材７０Ｂによっても、前述した第２実施形態におけるモバイルカメラ
３の基準面を特定する処理（ステップＳ２１）と同様に、第１画像を撮像した際のロボッ
ト座標系における第１マーカー７１Ｂの座標と第２画像を撮像した際のロボット座標系に
おける第２マーカー７２Ｂの座標とから第１直線７ＸＢを求め、第１画像を撮像した際の
ロボット座標系における第１マーカー７１Ｂの座標と第３画像を撮像した際のロボット座
標系における第３マーカー７３Ｂの座標とから第２直線７ＹＢを求める。そして、第１マ
ーカー７１Ｂを原点とした基準面８２のｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各方向を求めることができる
。
【０２０１】
　以上、本発明の制御装置、ロボットおよびロボットシステムを、図示の実施形態に基づ
いて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を
有する任意の構成のものに置換することができる。また、他の任意の構成物が付加されて
いてもよい。また、本発明は、前記各実施形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を
組み合わせたものであってもよい。
【０２０２】
　また、前記実施形態では、６軸の垂直多関節ロボットを用いた場合を例に説明したが、
本発明におけるロボットは、垂直多関節ロボット以外のロボット、例えば水平多関節ロボ
ット等であってもよい。なお、水平多関節ロボットとは、例えば、基台と、基台に接続さ
れ、水平方向に延びている第１アームと、第１アームに接続され、水平方向に延びる部分
を有する第２アームとを有する構成である。また、本発明におけるロボットが水平多関節
ロボットである場合、前述したような校正を行うことで、例えば、ロボットが作業面に対
して平行に設置されているか否かや、固定カメラの光軸がロボット座標系におけるｘｒ軸
およびｙｒ軸を含む面に対して鉛直になるように固定カメラが設置されているか否か等を
把握することができる。
【０２０３】
　また、前記実施形態では、ロボットが有するロボットアームの回動軸の数は、６つであ
るが、本発明では、これに限定されず、ロボットアームの回動軸の数は、例えば、２つ、
３つ、４つ、５つまたは７つ以上でもよい。また、前記実施形態では、ロボットが有する
アームの数は、６つであるが、本発明では、これに限定されず、ロボットが有するアーム
の数は、例えば、２つ、３つ、４つ、５つ、または、７つ以上でもよい。
【０２０４】
　また、前記実施形態では、ロボットが有するロボットアームの数は、１つであるが、本
発明では、これに限定されず、ロボットが有するロボットアームの数は、例えば、２つ以
上でもよい。すなわち、ロボットは、例えば、双腕ロボット等の複数腕ロボットであって
もよい。
【０２０５】
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　また、前記実施形態では、撮像部としての固定カメラおよびモバイルカメラは、それぞ
れ、撮像素子およびレンズを有する構成であったが、本発明における撮像部は、第１マー
カー、第２マーカーおよび第３マーカーを撮像することができる構成であればいかなる構
成であってもよい。
【０２０６】
　また、前記実施形態では、校正用部材を用いて固定カメラの校正を行ったが、固定カメ
ラの校正では、校正用部材を用いなくてもよい。校正用部材を用いない場合には、例えば
、ロボットアームの先端部（軸座標）に１つのマーカーを付して、その１つのマーカーを
基準マーカーとして用いればよい。この場合には、１つのマーカーを「第１基準マーカー
、第２基準マーカーおよび第３基準マーカー」と捉える。
【符号の説明】
【０２０７】
１…ロボット、２…固定カメラ、３…モバイルカメラ、３'…モバイルカメラ、５…制御
装置、７ＸＡ…第１直線、７ＸＢ…第１直線、７ＹＡ…第２直線、７ＹＢ…第２直線、１
０…ロボットアーム、１１…第１アーム、１２…第２アーム、１３…第３アーム、１４…
第４アーム、１５…第５アーム、１６…第６アーム、２１…撮像素子、２２…レンズ、３
０…画像、３１…撮像素子、３２…レンズ、４１…表示機器、４２…操作機器、５１…駆
動制御部、５２…情報取得部、５３…処理部、５４…記憶部、６１…作業台、６２…供給
台、７０…校正用部材、７０Ａ…校正用部材、７０Ｂ…校正用部材、７１…第１マーカー
、７１Ｂ…第１マーカー、７２…第２マーカー、７２Ｂ…第２マーカー、７３…第３マー
カー、７３Ｂ…第３マーカー、７５…マーカー、７６…第１マーカー、７７…第２マーカ
ー、７８…第３マーカー、７９…第４マーカー、７０Ｏ…原点、８１…基準面、８２…基
準面、９０…作業領域、１００…ロボットシステム、１０１…基台、１０２…ハンド、１
１１…回動軸部材、１２０…モータードライバー、１２１…回動軸部材、１３０…駆動部
、１３１…回動軸部材、１４１…回動軸部材、１５１…回動軸部材、１６１…回動軸部材
、２１１…受光面、３１１…受光面、４１１…モニター、６１１…作業面、７０１…表面
、７０１Ａ…表面、７０１Ｂ…表面、Ａ…状態、Ａ６…中心軸、Ｂ…状態、Ｃ…状態、Ｈ
…距離、Ｏ２…撮像基準点、Ｏ３…撮像基準点、Ｏ３０…中心、Ｏ６…軸座標、ＯＡ２…
光軸、ＯＡ３…光軸、Ｐ…ピッチ、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４…ピッチ、Ｐ１'、Ｐ２'、Ｐ
３'、Ｐ４'…ピッチ、Ｓ１…ステップ、Ｓ１１…ステップ、Ｓ１１１…ステップ、Ｓ１１
１０…ステップ、Ｓ１１１１…ステップ、Ｓ１１１２…ステップ、Ｓ１１１３…ステップ
、Ｓ１１２…ステップ、Ｓ１１３…ステップ、Ｓ１１４…ステップ、Ｓ１１５…ステップ
、Ｓ１１６…ステップ、Ｓ１１７…ステップ、Ｓ１１８…ステップ、Ｓ１１９…ステップ
、Ｓ１２…ステップ、Ｓ２…ステップ、Ｓ２１…ステップ、Ｓ２２…ステップ、Ｓ２２１
…ステップ、Ｓ２２２…ステップ、Ｓ２２３…ステップ、Ｓ２２４…ステップ、Ｓ２２５
…ステップ、Ｓ２２６…ステップ、Ｓ２２７…ステップ、Ｓ２２８…ステップ、Ｓ２３…
ステップ、Ｓ２４…ステップ、Ｓ２５…ステップ、Ｓ２１１…ステップ、Ｓ２１２…ステ
ップ、Ｓ２１３…ステップ、Ｓ２１４…ステップ、Ｓ２１５…ステップ、Ｓ２１６…ステ
ップ、Ｓ２１７…ステップ、Ｓ２１８…ステップ、Ｓ２１９…ステップ、Ｓ２１１０…ス
テップ、Ｓ２１１１…ステップ、Ｓ２１１２…ステップ、Ｓ２１１３…ステップ、ＴＣＰ
…ツールセンターポイント、Ｘ'…ロボット移動距離、ΔＨ…補正量、θ１…回動角度、
θ１０…回動角度、θ２…角度
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